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抄録 

本稿では、自然災害時における事業継続計画（BCP）と安全配慮義務の関連性に焦点を当て、関連

法令の体系的な整理を行い、BCPの策定と運用の重要性を論じる。また、安全配慮義務に関する判

例を分析し、災害時の安全配慮義務の履行について詳述する。BCPの策定においては、内閣府の「事

業継続ガイドライン」を基にした標準的なアプローチを基にしつつ、各企業が独自の業務内容や特

性を考慮して法令と照らし合わせることが重要である。本稿が、企業がBCPを策定し運用する際の

基礎資料として利用され、また災害時の安全配慮義務の履行に関する理解を深めるための指針とし

て役立つことを期待する。 

1. はじめに

企業は様々な脅威に対処し、リスクを最小限に

するために事業継続計画（Business Continuity Plan：

BCP）を策定し、運用している。2011 年に発生し

た東日本大震災以降、自然災害時や事前の準備段

階における企業の法的義務に関して、さまざまな

判例が示されてきた。そのうち、法令違反に問わ

れたケースの多くが安全配慮義務に関係するもの

である。これらの判例は、企業が不法行為を避け

るために適切な措置を講じる必要があることを示

しているが、企業にとって厳しい判断であること

が伺える。そのため、非常時の事業継続と安全配

慮義務の履行において、BCP に関連する法令を理

解することは、企業のリスク管理と人員の安全を

確保する上で重要である。 

そこで本稿では、企業が自然災害に備えた BCP

を策定し、運用する上での基礎資料とするべく、

災害発生時に求められる安全配慮義務の履行に関

する法令を系統的に整理した。標準的 BCP ガイド

ラインとして、内閣府の「事業継続ガイドライン‐

あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対

応‐」[1]を用いた。また、安全配慮義務に関する法

的側面の資料として、関連法令、自然災害に関連

する裁判例[2-9]、「災害復興法学Ⅱ」[10]、「不法行為

法」[11]、「債権総論」[12]を用いた。まず、これらの

文献を基に、BCP ガイドラインと安全配慮義務に

関する情報を整理し、概要を紹介する。また、安全

配慮義務に関する 8 件の判例を分析し、自然災害

に関わる安全配慮義務の構成要素を明確にする。

最後に、BCP と安全配慮義務の関係性について詳

説する。 

2. BCPガイドラインと安全配慮義務の概要

2.1. BCP ガイドラインの概要

（1）BCP の定義・目的

内閣府が策定した「事業継続ガイドライン‐あら

ゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応‐」
[1]では、BCP を「大地震等の自然災害、感染症のま

ん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーンの

途絶、突発的な経営環境の変化など、不測の事態
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が発生しても、重要な事業を中断させない、また

は中断しても可能な限り短い期間で復旧させるた

めの方針、体制、手順等を示した計画」と定義して

いる。 

BCP の目的は、自然災害等の非常時に、企業が

事業資産の損害を最小限にとどめ、中核となる事

業を継続あるいは早期復旧できる計画を立ててお

くことである。導入効果を得るためには、①優先

して継続・復旧すべき中核事業を特定する、②緊

急時における中核事業の目標復旧時間を定めてお

く、③緊急時に提供できるサービスのレベルにつ

いて顧客と予め協議しておく、④事業拠点や生産

設備、仕入品調達等の代替策を用意しておく、⑤

全ての従業員と事業継続についてコミュニケーシ

ョンを図っておくこと等がBCPに策定されている。 

 

（2）BCP ガイドラインの沿革 

日本国内における BCP ガイドラインは、2005年

3 月に経済産業省から「事業継続計画策定ガイド

ライン」[13]が発行されたのが最初である。当ガイ

ドラインは、事業継続のリスクをコンピュータ関

係に絞っているのが特徴である。その後、2005年

8月に内閣府より「事業継続ガイドライン 第一版」
[14]が発行された。このガイドラインは、自然災害

等を中心に防災対策を主軸としていることが特徴

である。2006年には中小企業庁より「中小企業BCP

策定運用指針」が発行された[15]。当指針は、中小

企業へのBCPの普及を促進することを目的として

いる。 

 

（3）BCP ガイドラインの構成要素 

 標準的ガイドラインである内閣府の「事業継続

ガイドライン‐あらゆる危機的事象を乗り越える

ための戦略と対応‐」[1]によると、BCP ガイドライ

ンの構成要素は以下のとおりである。 

 

1. 基本方針  

2. 想定リスク選定 

3. 影響度評価・リスク評価  

4. 被害想定  

5. 重要業務・重要要素・ボトルネック  

6. 標設定  

7. 組織体制・指揮命令系統  

8. 業務拠点に関する戦略・対策  

9. 非常時マニュアル  

10. サプライチェーン  

11. 要員確保  

12. 中枢機能の維持  

13. 情報システムの維持  

14. 対外情報発信・情報共有  

15. 早期復旧・供給継続  

16. 法規制対応  

17. 地域協調・地域貢献  

18. 生命の安全確保  

19. 設備の被害低減  

20. 二次被害防止  

21. 備蓄・対応機材  

22. 教育訓練  

23. 点検・是正措置  

24. 経営層による見直し・BCP 導入 

 

なお、ここでは内閣府の BCP ガイドラインから

構成要素を抽出したが、上述した経済産業省及び

中小企業庁のBCPガイドラインにおいても構成要

素はほぼ同等である。 

 

2.2. 安全配慮義務の概要 

（1）安全配慮義務とは 

安全配慮義務とは、法律上、安全を配慮すべき

相手方に対して負われる義務である。最高裁判所

の判例では、「ある法律関係に基づき特別な社会的

接触の関係に入った当事者間において、その法律

関係の付随義務として、当事者の一方または双方

が相手方に対して信義則上負う義務」と定義され

ており、これは官民を問わず適用される（最高裁

昭和 50年 2月 25日判決）。安全配慮義務は、民法

上に明文の規定はないものの、判例法理によって

認められてきた。しかし、2008 年の労働契約法改

正により、「使用者は、労働契約に伴い、労働者が

その生命、身体等の安全を確保しつつ労働するこ

とができるよう必要な配慮をするものとする（労

働契約法 5条）」と明文化され、労使間の労働契約

上の安全配慮義務が法律上明確にされた。 

以上のことから、事業の遂行や施設の管理にお

いて事故が発生した場合、事業者や所有者が責任

を負うことがある。広義において、企業が安全配

慮義務に関して問われる民法上の主な関連法令は

以下の 3つがある。 

・ 不法行為責任：「故意または過失によって他人

の権利または法律上保護される利益を侵害し
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た者は、これによって生じた損害を賠償する責

任を負う。（民法 709条）」 

・・・主に、建物をたまたま利用していた

一般客や交通事故のように直接の契約関

係にない当事者間で成立する。 

 

・ 工作物責任：「土地の工作物の設置または保存

に瑕疵があることによって他人に損害を生じ

たときは、その工作物の占有者は、被害者に対

してその損害を賠償する責任を負う。ただし、

占有者が損害の発生を防止するのに必要な注

意をしたときは、所有者がその損害を賠償しな

ければならない。（民法 717 条）」 

・・・建物等に瑕疵（通常有すべき安全性

を備えていないこと）があり、他人に損

害が生じた場合には、その瑕疵と事故に

よる損害との間に因果関係が認められれ

ば、建物所有者・占有者は当該損害を賠

償すべき責任を負う。 

 

・ 債務不履行責任：「債務者がその債務の本旨に

従った履行をしないときまたは債務の履行が

不能であるときは、債権者はこれによって生じ

た損害の賠償を請求することができる。ただし、

その債務の不履行が契約その他の債務の発生

原因及び取引上の社会通念に照らして債務者

の責めに帰することができない事由によるも

のであるときは、この限りではない。（民法 415

条）」 

・・・一定の契約関係にある者（たとえば

賃貸借関係にあるテナントや雇用関係に

ある労働者、契約に基づいてサービスの

提供を受けている者など）との関係で被

害が生じた場合には、当事者間の契約関

係上負っている安全配慮義務に違反した

と言え、その義務違反と損害との間に因

果関係が認められれば当該損害を賠償す

べき責任を負う。 

 

（2）安全配慮義務と労働安全衛生法 

上記以外に、労使間の安全配慮義務においては

労働安全衛生法と関係がある。労働安全衛生法は

あくまで労働者の安全及び衛生に関して守るべき

最低限の法律基準であり、災害時においても企業

は労働災害発生の危険について安全配慮義務を負

う関係にある。そのため、労働基準法及び労働安

全衛生法を順守するだけでは、安全配慮義務違反

を免れるわけではないので注意が必要である。 

 

（3）安全配慮義務の構成要件 

上記のように、安全配慮義務は契約債務の一つ

であり、安全配慮義務違反をした場合、債務不履

行に関する損害賠償責任を負う。安全配慮義務違

反による損害賠償責任が生じるための要点として、

故意・過失の有無が重要である。過失の判断基準

は、予見義務および結果回避義務を果たしていた

か否かである。予見義務とは、予見可能性がある

事象について予見をする注意義務である。結果回

避義務とは、予見に基づいて回避可能性がある危

険な事象を回避する義務である。なすべき義務の

程度（どこまで配慮すべきか）については、当事者

間の法的関係（教師と児童、経営者と社員など）や

事象の内容等によって変化する。 

 

3. BCPと安全配慮義務 

3.1. 自然災害時の安全配慮義務 

安全配慮義務は、自然災害等の非常時において

も免責されることはない。例えば、東日本大震災

における七十七銀行女川支店津波被災事件[2]にお

いては、「本件被災行員ら 3名が使用者または上司

の指示に従って遂行する業務を管理するにあたり、

その生命及び健康等が地震や津波といった自然災

害の危険からも保護されるよう配慮すべき義務を

負っていた」との判例が示されている。 

そこで、企業が災害時においても安全配慮義務

違反がなかったと裁判で判断されるための要件に

ついて検討するべく、安全配慮義務違反の成立要

件を整理する。労使間の安全配慮義務については、

労働契約法第 5条において、「使用者は、労働契約

に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保

しつつ労働することができるよう、必要な配慮を

するものとする」とされているが、これ以外は一

般的には明文化されておらず、過去の判例により

その判断がなされている。安全配慮義務が確立し

た昭和 50 年の「陸上自衛隊事件」では、「安全配

慮義務はある法律関係に基づいて特別な社会的接

触の関係にある当事者間において、当該法律関係

の付随義務として当事者の一方または双方が相手

方に対して法令上負う義務である」としている。

これらを踏まえると、当事者間に法律的な関係が
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あり（労働契約、生徒を保護する注意義務等）、付

随義務としての安全配慮を怠った場合に、安全配

慮義務違反が問われることになる。安全配慮を怠

る状態とは、故意・過失があった場合である。 

以上から、安全配慮義務違反がないと裁判で判

断されるためには、①当事者間に法律的な関係が

ないこと、②過失がないこと（予見義務および結

果回避義務を果たしていること）が必須である。 

安全配慮義務違反がなかったとされた判例とし

て、東日本大震災発生後、勤務先の支店屋上に避

難して津波に流された行員ら 3 名の遺族が銀行に

対して安全配慮義務違反を理由として損害賠償を

請求した裁判において、請求が棄却された事例[2]

がある。裁判所が安全配慮義務違反を認めなかっ

た理由として、銀行が自然災害に対してその危険

を十分に予見し、様々な対策を講じていたことを

挙げている。その内容は、「災害対応プランの策定」、

「防災体制の確認や通信機器（衛星電話）の訓練

の実施」、「安否確認システムの導入や訓練の実施」、

「津波時の高台への避難訓練」、「行内紙や朝礼等

での積極的な防災啓発活動」といったものである。

また、被災当日の銀行管理職の行動（避難場所の

指示選定・避難の再変更）についても、回避可能性

が少なかったとして、結果回避義務に問題はなか

ったとしている。このように予見義務および結果

回避義務を果たしていることは重要な争点となる。 

その他、安全配慮義務に関する裁判事例をいく

つか紹介する。 

 

（1）日和幼稚園バス津波被災事件[8] 

高台に位置する日和幼稚園から地震後、海沿い

のルートで送迎バスを運行し園児を帰宅させよう

とした結果、津波被災により園児が死亡した事例

である。地震後の情報収集義務が主な争点となり、

震度 6 の大地震を体感していた以上、ラジオや防

災無線で情報を収集すべき義務があるとされ、そ

の義務を怠ったことが送迎バスの被災と因果関係

があるとして園長の責任が問われた。 

 

（2）常磐山元自動車学校津波被災事件[3] 

自動車教習所から徒歩または送迎バスで帰宅中

の教習生が津波被災で死亡した事例である。教習

所の具体的な立地等から津波対応のマニュアルを

作成する義務があったとは言えないが、被災当日

の通信状況等から、教習所にさらなる情報収集義

務があったとはいえない。消防車による避難情報

が入った時点で、予見可能性があった。裁判所は、

この時点で各自の帰宅やバスによる送迎ではなく、

教習所として教習生を避難場所へ移動させるべき

であったと判断し、結果回避可能性があったと認

定した。 

 

（3）釜石市鵜住居地区防災センター津波被災事

件[6] 

防災センターの名を冠しているが、一次避難所

に指定されていない施設に避難した住民が津波被

災により死亡した事例である。市が「センターが

一次避難所である」との誤解を市民に与えたとの

認定はできず、「センターは避難すべき場所ではな

い」と周知する義務があったとはいえない。防災

無線で津波の状況を把握した時点で、一次避難所

である神社まで移動することは困難であり、避難

誘導の義務があったとはいえないとされた。 

 

3.2. 安全配慮義務に関する判例とその争点 

次に、災害における企業の安全配慮義務違反が

争点になった裁判のうち、先述の事例も含めた 8

判例の争点について整理し、表 1に示した。また、

各判例の争点をキーワードごとに集計した結果を

表 2 に示した。争点として最も多かったのは、①

事前マニュアルや設備の準備であり、②被災後の

適切な指示、③情報収集義務、④訓練教育の実施

義務、⑤個別事情に応じた注意義務、⑥労働基準

法・労働安全衛生法の遵守、⑦債務不履行責任全

般、⑧一般不法行為責任全般、⑨工作物責任、⑩安

全に配慮した施設設計・保全義務、と続いた。 

以上から、これらの争点に関連する事項につい

て、自社の実情にあった対策を講じ、それを BCP

等の規定や手順に定め、必要に応じて訓練をする

等の対策を講ずる事が肝要である。 

 

4. 結語 

 本稿では、企業における自然災害に対する事業

継続計画（BCP）の作成と運用において、災害時に

求められる安全配慮義務の履行に焦点を当て、関

連法令を整理した。本稿が、企業における BCP 作

成の基礎資料として役立つことを期待している。

各企業における BCP の作成に際しては、ガイドラ

インに基づいて行われることが推察される。しか

し、個々の企業が自身の業務内容や特性を考慮し、 
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表 1. 自然災害における安全配慮義務にかかる判例の争点 

 事件名 争点となった安全配慮義務 

1 

七十七銀行女

川支店津波被

災事件［2］ 

一般不法行為責任 情報収集義務 
訓練・教育等実施義

務 

個別事情による注意

義務 

工作物責任 
安全に配慮した施設

設計保全義務 
被災後の適切な指示 管理者不在時の対応 

債務不履行責任 
安全管理者専任の際

の配慮義務 

事前のマニュアルや

設備の準備 

労基法・安全衛生法

の遵守 

2 

常磐山元自動

車学校津波被

災事件［3］ 

一般不法行為責任 情報収集義務 
訓練・教育等実施義

務 

個別事情による注意

義務 

工作物責任 
安全に配慮した施設

設計保全義務 
被災後の適切な指示 管理者不在時の対応 

債務不履行責任 
安全管理者専任の際

の配慮義務 

事前のマニュアルや

設備の準備 

労基法・安全衛生法

の遵守 

3 

大川小学校津

波被災事件［

4］ 

一般不法行為責任 情報収集義務 
訓練・教育等実施義

務 

個別事情による注意

義務 

工作物責任 
安全に配慮した施設

設計保全義務 
被災後の適切な指示 管理者不在時の対応 

債務不履行責任 
安全管理者専任の際

の配慮義務 

事前のマニュアルや

設備の準備 

労基法・安全衛生法

の遵守 

4 

奥大山スキー

場雪崩被災事

件［5］ 

一般不法行為責任 情報収集義務 
訓練・教育等実施義

務 

個別事情による注意

義務 

工作物責任 
安全に配慮した施設

設計保全義務 
被災後の適切な指示 管理者不在時の対応 

債務不履行責任 
安全管理者専任の際

の配慮義務 

事前のマニュアルや

設備の準備 

労基法・安全衛生法

の遵守 

5 

釜石市鵜住居

地区防災セン

ター津波被災

事件［6］ 

一般不法行為責任 情報収集義務 
訓練・教育等実施義

務 

個別事情による注意

義務 

工作物責任 
安全に配慮した施設

設計保全義務 
被災後の適切な指示 管理者不在時の対応 

債務不履行責任 
安全管理者専任の際

の配慮義務 

事前のマニュアルや

設備の準備 

労基法・安全衛生法

の遵守 

6 
除草作業河川

被災事件［7］ 

一般不法行為責任 情報収集義務 
訓練・教育等実施義

務 

個別事情による注意

義務 

工作物責任 
安全に配慮した施設

設計保全義務 
被災後の適切な指示 管理者不在時の対応 

債務不履行責任 
安全管理者専任の際

の配慮義務 

事前のマニュアルや

設備の準備 

労基法・安全衛生法

の遵守 

7 

日和幼稚園バ

ス津波被災事

件［8］ 

一般不法行為責任 情報収集義務 
訓練・教育等実施義

務 

個別事情による注意

義務 

工作物責任 
安全に配慮した施設

設計保全義務 
被災後の適切な指示 管理者不在時の対応 

債務不履行責任 
安全管理者専任の際

の配慮義務 

事前のマニュアルや

設備の準備 

労基法・安全衛生法

の遵守 

8 

新岩手農協合

津波被災事件
［9］ 

一般不法行為責任 情報収集義務 
訓練・教育等実施義

務 

個別事情による注意

義務 

工作物責任 
安全に配慮した施設

設計保全義務 
被災後の適切な指示 管理者不在時の対応 

債務不履行責任 
安全管理者専任の際

の配慮義務 

事前のマニュアルや

設備の準備 

労基法・安全衛生法

の遵守 
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表 2. 自然災害における安全配慮義務にかかる判例の争点の集計 

安全配慮義務の争点 判例における該当数 

事前のマニュアルや設備の準備 8 

被災後の適切な指示 7 

情報収集義務 6 

訓練・教育等実施義務 5 

個別事情による注意義務 5 

労基法・安全衛生法の遵守（労働契約法含む） 4 

債務不履行責任 3 

一般不法行為責任 2 

工作物責任 1 

安全に配慮した施設設計保全義務 1 

管理者不在時の対応 1 

安全管理者専任の際の配慮義務 0 

 

 

関連法令と照らし合わせてBCPを策定することの

重要性が確認された。さらに、裁判で争点となっ

た安全配慮義務の要点を理解し、負うべき義務の

範囲やレベルを把握し、適切な対策を講じること

で、災害時にも安全配慮義務を果たすことが可能

であると考えられる。 
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Abstract 

Focusing on the relationship between Business Continuity Planning (BCP) and the duty of care for safety in 

the event of a natural disaster, we systematically reviewed related laws and regulations, and discuss the 

importance of BCP formulation and operation. We also analyzed judicial precedents concerning the duty of 

safety considerations and elaborate on fulfilling this duty in disaster situations. It is crucial for companies to 

tailor their BCPs to unique business operations and characteristics, aligning with the "Business Continuity 

Guidelines" issued by the Cabinet Office. We hope this report serves as a fundamental reference for companies 

formulating and operating their BCPs, and as a guideline for understanding the duty of safety considerations 

during disasters. 
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企業における労働安全、自然災害に対する事業継続計画（BCP）に焦点をあてた研究を行っている. 


